
 

 プラン７ 都市拠点・ネットワークの整備と川崎臨海部の再生 

 
 

１ 都市拠点の整備 【進捗状況区分３】 

【主な実施結果】 

川崎駅周辺地区の整備 

・東口駅前広場の再編整備に伴う実施設計や東西連絡歩道橋の実施設計を完了しました。また、
東口駅前広場においては、環境に配慮した技術導入に向けた基本的な方針を策定しました。 

・ＪＲ川崎駅北口自由通路等については、コスト縮減・工期短縮等を目的としたＪＲ東日本との
協議・調整を推進するとともに、費用負担等に関する論点を整理しました。 

・川崎駅北側歩行者動線整備については、北口第 2 街区の関係権利者と協議を行い、基本設計を
完了しました。 

・ＪＲ川崎駅西口の大宮町、堀川町及び中幸町の地区において、地権者との調整を行うとともに
道路等の整備を進めました。 

新川崎・鹿島田駅周辺地区の整備 

・鹿島田駅西部地区において、関係権利者との調整に時間を要したことから、権利変換計画の認
可取得には至っておりませんが、引き続き関係権利者と協議･調整を行っていきます。 

・西部地区を除く区域については、地元住民を含めワークショップを開催し、初動期のまちづく
り方針を検討しました。 

・新川崎駅周辺地区の都市基盤施設について、歩行者専用道路 2 号、地区幹線道路 2 号等の工事
に着手しました。また、鹿島田跨線人道橋は、鉄道事業者との協議を重ね、工事分担に関する
協議を進めました。 

小杉駅周辺地区の整備（ＪＲ横須賀線・武蔵小杉駅の整備） 
・新駅部の工事については、計画変更等に関する調整を完了し、平成 21年度内の開業に向けて工
事を進めています。 

・エリアマネジメント推進事業については、ＮＰＯの活動を側面支援しながら、様々な事業を展
開する中で、地域住民相互の交流とネットワーク形成を進めました。 
・小杉町 3 丁目中央地区や南口地区東・西街区において、組合等の設立認可に向けた協議調整を
行いました。また、今後の駅北側のまちづくりの誘導に関する都市計画マスタープラン小杉駅
周辺まちづくり推進地域構想を策定しました。 

溝口駅周辺地区の整備 
・ペデストリアンデッキについては、鋼材確保の調整が整い、次年度早期に工事を完成します。 

・駅前広場については、予備設計委託を完成するとともに、用地の一部が取得できました。 

宮前平・鷺沼駅周辺地区の整備 
・両駅周辺の時系列による利用者数の変化や、地域課題の把握・整理等を行いました。また、関
連交通事業者との意見交換を踏まえ、鷺沼駅前広場の交通環境改善に向けて課題整理等を行い
ました。 

登戸・向ヶ丘遊園駅周辺地区の整備 
・向ヶ丘遊園駅連絡通路等整備事業については、設計事項の増加等に伴う各種調整を進めるとと
もに、小田急電鉄との費用負担協議等を行いました。 

・登戸地区土地区画整理事業については、計画どおり、建築物等の移転及び公共施設等整備、仮
換地指定の推進を行いました。 

新百合ヶ丘駅周辺地区の整備 
・北口エレベータ配置計画案をもとに、小田急電鉄及び道路管理者と協議・調整を進め、基本設
計を完了しました。 

また、区画街路 9号線の整備については、関係者との協議・調整を行いました。 
 
【課題と今後の取組】 

・「都市拠点の整備」は、おおむね順調に実施されました。川崎駅周辺地区では、川崎駅周辺総
合整備計画における東口駅前広場再編整備の工事等を、関係機関と連携を図りながら推進し
ます。また、JR横須賀線武蔵小杉新駅については、平成 21 年度内の開業を目指します。更に、
その他の各地区においても、地元や関係機関等と調整を図りながら引き続き整備を推進しま
す。 

 アクションプログラム 



２ 広域交通体系の整備と交通ネットワークの形成 【進捗状況区分３】 

 

 
 

 

 

【主な実施結果】 

道路整備プログラムに基づく幹線道路網の整備（街路・道路） 

・尻手黒川線Ⅲ期については、橋梁工事を施工し、道路築造工事に着手しました。また、Ⅳ期工
事について、都市計画変更手続きを開始しました。 

・東京丸子横浜線については、2件の事業用地を取得しました。 

・中野島生田線・小杉菅線・川崎駅扇町線については工事完了しました。 

・国道 409 号（二子工区）、世田谷町田（高石工区）の工事に遅れが生じましたが、次年度早期に
工事を完成します。 

・県道横浜上麻生（下麻生工区）は、今年度予定していた事業用地の取得が完了しました。 

・社会経済環境の変化を踏まえ、今後の道路整備のあり方を検討するため、庁内検討会議を開催
し、現状及び道路施策における課題を整理しました。 

都市計画道路網の見直し 
・「都市計画道路網の見直し方針」を策定しました。また、見直し方針に基づく見直し候補路線
（区間）については、都市計画変更の素案検討を行うとともに、関係地権者及び関係機関との
協議・調整を進め、地元説明会を対象路線沿線 2箇所で開催しました。 

京浜急行大師線連続立体交差の推進 
・鉄道事業者との協議調整を進め、計画通りの工事を執行しました。 

・東電送電設備に関する移設方法について管理者から概ねの合意を得ました。 

・沿線協議会等を通じ、地元住民や関係者の一定の理解を得て、円滑な事業推進を行ないました。 

・段階的整備区間以降の整備について、川崎南部地域交通基盤あり方検討委員会の提案に基づき、
今後、国等関係機関と協議を行います。 

ＪＲ南武線連続立体交差の推進 
・川崎南部地域交通基盤あり方検討委員会における提案を踏まえ、今後の取組の方向性を検討し
ました。 

・ＪＲ南武線の現状課題、連続立体交差化に伴う効果などを整理するとともに、沿線のまちづく
りに向けた地域課題の抽出等を庁内検討会の場で整理しました。 

・ＪＲ東日本との技術的な検討の場を設け、今後の検討に向けた課題の共有を図るとともに、沿
線まちづくりの検討については、関係局とともに沿線の状況をとりまとめ、課題抽出を行いま
した。 

川崎縦貫道路の整備 
・Ⅰ期事業については、国等関係機関及び地元住民との調整を行い、平成 21 年 3 月 29 日に大師
ジャンクション（横浜方向出入口）の部分供用を開始しました。 

・首都高距離別料金制度の導入が延期され、生活対策による各種料金割引が実施されました。 
・国道 409 号の街路先行整備については、国と協力し関係機関との調整に伴い、大師河原から中
瀬までの区間について、国の工事発注の準備がなされました。 
・Ⅱ期計画については、関係機関等との調整に向けた調査を実施し、今後の関係機関調整の基本
的な考え方の整理を行いました。 

川崎縦貫高速鉄道線の整備 
・建設・運行等各計画の調査検討を行うとともに、国や関連鉄道事業者等との協議調整を行いま
した。 

 
【課題と今後の取組】 

・「広域交通体系の整備」は、道路整備プログラムに基づく幹線道路網の整備が進められ、川崎
縦貫道路Ⅰ期事業の大師ジャンクションの部分供用が開始されるなど、おおむね順調に進めら
れています。また、市内交通の円滑化と市民の利便性向上を図るため、川崎縦貫高速鉄道線整
備事業の取組を進めます。 

 
 

 アクションプログラム 



３ 臨海部における戦略的な土地利用の促進と神奈川口構想の推進 【進捗状況区分３】

 
 
 

【主な実施結果】 

臨海部の戦略的な土地利用誘導 
・水江町地内公共用地については、土地開発公社から土地の再取得を行い、公募により選定した
高度先端技術を有する民間事業者への貸付を開始しました。 

・臨海部立地企業の意見等を踏まえ、土地利用誘導ガイドラインと地区カルテの作成を行いまし
た。 
・神奈川口においては、先導的な土地利用の推進を図るため、「殿町 3 丁目地区先行土地利用エ
リア土地利用基本計画」を策定しました。また、中核施設等の整備に向けた検討を行うなど、
土地利用誘導に向けた取組を推進しました。 

環境・エネルギー・ライフサイエンス分野の先端産業の創出と集積に向けた「先端産業創出支
援制度（イノベート川崎）」の創設（2008 年度） 
・先端産業創出支援制度を創設し、水江町地内公共用地に新たに進出する企業 1 社から認定申請
を受理し、評価委員会及び庁内審査会の適正な開催を通じて認定の可否を決定しました。 

・ホームページ、パンフレット等を効果的に活用した企業誘致を展開するとともに、企業ヒアリ
ングの実施等を通じた企業立地情報の収集・提供を行ないました。 

川崎殿町・大師河原地域の拠点整備 
・「殿町 3 丁目地区整備方針」を策定し（9 月）、関係地権者とまちづくりの推進に向けた枠組
みに合意をしました。また、地権者や関係機関との協議・調整を進め、用途地域の変更や地
区計画の決定に向け、都市計画手続きに着手しました。 

羽田空港再拡張・国際化への対応と羽田連絡道路の整備 
・平成 20 年度分の貸付金について、羽田空港再拡張事業の進捗状況に応じて、貸付を実施しまし
た。 

・第 2 回京浜臨海部基盤施設検討会において公表された「概略ルート・構造の特徴」を踏まえ、
ルート・構造及び環境等の調査・検討業務を実施し、国、東京都、神奈川県等の関係機関と調
整・協議を行い、技術的な観点からの検討を行いました。 

浜川崎駅周辺地域の拠点整備 
・浜川崎駅周辺地域事業計画策定に向けて、現地調査や意見交換などを行い、土地利用転換に対
する現状把握を行い、調整を行いました。 

・小田栄地区のまちづくりについては、引き続き関係機関との連携を図り、まちづくりに向けた
調整を進めます。 

 
【課題と今後の取組】 

・「臨海部における戦略的な土地利用の促進と神奈川口構想の推進」は、おおむね順調に進めら
れており、引き続き、羽田空港の再拡張・国際化を契機に神奈川口構想の実現に向け、土地利
用の誘導及び企業等の誘致を図ります。また、羽田連絡道路の整備に向け、「役割・効果」を
踏まえ、ルート・構造の絞込みの検討を促進させるため、関係機関等との調整・協議を行いま
す。 

 

 アクションプログラム 



目          標

2008(平成20）年度 2009（平成21）年度 2010（平成22）年度 2011（平成23）年度以降

アクションプログラム：都市拠点の整備

○

○ 継続実施

●施設建築工事
(2012年度完成）

事業推進

・ 鹿島田駅西部地区において、関係権利者との調整に時間を要したことから、権利変換計画の認
可取得には至っておりませんが、引き続き関係権利者と協議･調整を行っていきます。
・ 西部地区を除く区域については、地元住民を含めワークショップを開催し、初動期のまちづくり方
針を検討しました。
・ 新川崎駅周辺地区の都市基盤施設について、歩行者専用道路2号、地区幹線道路2号等の工事
に着手しました。また、鹿島田跨線人道橋は、鉄道事業者との協議を重ね、工事分担に関する協
議を進めました。

●都市基盤整備
工事
  ①都市基盤実施
　設計
　②鹿島田誇線歩
  道橋設置工事
 
　③公園実施設計

●新川崎地区地
区計画に基づく土
地利用誘導

●権利変換計画
への権利者の同
意取得
●権利変換認可
●周辺市街地初
動期まちづくりの
推進

●都市基盤整備
工事
 
　
　

　③公園緑地整備
　工事
 

●施設建築工事

●公共施設工事

●都市基盤整備
工事完了

現　　状

事業推進

●工事完了（2011
年度）

施　策　計　画　名

川崎駅周辺地区の整備

民間活力を活かした商業、業務、文化機能
や都市型住宅機能の整備を進めるととも
に、駅東西の回遊性の向上とバリアフリー
化など総合的な取組により、魅力と活力に
あふれた本市の広域拠点の形成を推進し
ます。

新川崎･鹿島田駅周辺地区の整備

実施結果
進捗状況区分

3

進捗状況区分

4

（西口地区）
●川崎町田線電
線共同溝整備・道
路築造工事
●川崎駅西口階
段部エスカル設置
工事

●川崎駅東口駅
前広場再編整備
に係る基本設計・
実施設計
●東西連絡歩道
橋実施設計
　

●基本設計（測量
・地質調査等）

（新川崎地区）
●都市基盤整備
工事
　①都市基盤実施
　設計
　②鹿島田誇線歩
　道橋設置実施
　設計
  ③公園緑地構想
  策定
●新川崎地区地
区計画に基づく土
地利用誘導

（鹿島田地区）
●事業計画への
権利者の同意取
得
●施行認可

●川崎駅北口ペ
デストリアンデッキ
（自由通路連結含
む）基本設計

●大宮中幸町線
歩道整備など基
盤施設等整備
●西口駅前広場
整備完成
●大宮中緑地用
地取得

●川崎駅東口駅
前広場再編実施
設計

●東西連絡歩道
橋整備着手
●川崎駅北側歩
行者動線整備基
本設計

●施設設計

・ 東口駅前広場の再編整備に伴う実施設計や東西連絡歩道橋の実施設計を完了しました。また、
東口駅前広場においては、環境に配慮した技術導入に向けた基本的な方針を策定しました。
・ ＪＲ川崎駅北口自由通路等については、コスト縮減・工期短縮等を目的としたＪＲ東日本との協
議・調整を推進するとともに、費用負担等に関する論点を整理しました。
・ 川崎駅北側歩行者動線整備については、北口第2街区の関係権利者と協議を行い、基本設計を
完了しました。
・ ＪＲ川崎駅西口の大宮町、堀川町及び中幸町の地区において、地権者との調整を行うとともに道
路等の整備を進めました。

●川崎駅北口ペ
デストリアンデッキ
（自由通路連結含
む）詳細設計

●中幸町ポケット
パーク用地取得、
基本設計
●ミューザ・C地区
連結ペデストリア
ンデッキ基本設計

●川崎駅東口駅
前広場再編整備

●東西連絡歩道
橋整備完了
●川崎駅北側歩
行者動線整備詳
細設計

●施設設計
●工事着手
●用地取得

●川崎駅北口ペ
デストリアンデッキ
（自由通路連結含
む）整備

●中幸町ポケット
パーク実施設計

●ミューザ・C地区
連結ペデストリア
ンデッキ詳細設計

●川崎駅東口駅
前広場再編整備
完了

●川崎駅北側広
場歩行者動線整
備用地取得

●工事

商業・業務機能、都市型住宅機能の導入と
研究開発機能の拡充をめざし、民間開発を
適切に誘導するとともに、都市基盤施設整
備を進め、安全で魅力ある地域生活拠点
の形成を進めます。

実施結果

施 策 計 画



目          標

2008(平成20）年度 2009（平成21）年度 2010（平成22）年度 2011（平成23）年度以降
現　　状施　策　計　画　名

施 策 計 画

○

○

●小杉駅周辺地
区再開発等事業

　②南口地区西
　街区：整備促進

　③南口地区東
　街区：整備促進

　
　④中丸子地区：
　Ｃ地区等の整備
　促進
　⑤小杉町3丁目
　中央地区：整備
　促進

　⑥小杉町3丁目
　東地区：組合設
　立

●ＪＲ横須賀線・
武蔵小杉新駅連
絡通路関連工事
完了

事業推進

●駅前広場の整
備完了（2011年
度）

●溝口駅南口駅
前広場整備の推
進 ●駅前広場の整

備着手

●ペデストリアン
デッキの完成
●駅前広場の用
地取得

●小杉駅周辺地
区再開発等事業
　①グランド地区：
  完了
　
　②南口地区西街
  区：整備促進（事
　業計画等変更）
　③南口地区東街
  区：組合設立認
  可、権利変換認
  可
　④中丸子地区：
  Ｂ地区及びＣ-1
 　-1地区完了
　⑤小杉町3丁目
  中央地区：都市
　計画決定、組合
　設立認可
　⑥小杉町3丁目
  東地区：準備組
  合支援

●都市計画マス
タープランまちづく
り推進地域別構
想策定及びまちづ
くりの誘導
●ＪＲ横須賀線・
武蔵小杉新駅工
事施行
●新駅交通広場
等の関連基盤整
備
●人道地下通路
整備

●エリアマネジメ
ント事業実施支援

●小杉駅周辺地
区都市景観の協
議・調整

●小杉駅周辺地
区再開発等事業
　①グランド地区：
  新中原市民館開
  館
　②南口地区西街
　区：整備促進（本
　体工事着手）
　③南口地区東街
　区：工事着手

　
　④中丸子地区：
　C地区等の整備
　促進
　⑤小杉町3丁目
　中央地区：権利
　変換認可、工事
　着手
　⑥小杉町3丁目
　東地区：再開発
　事業、都市計画
　決定
●「戦略的誘導地
区」のまちづくりの
誘導

●ＪＲ横須賀線・
武蔵小杉新駅工
事施行、新駅開業
●新駅交通広場
等の関連基盤整
備完了
●人道地下通路
整備完了

●小杉駅周辺地
区再開発等事業
　①グランド地区：
  整備促進
　
　②南口地区西街
  区：整備促進（変
　電所）
　③南口地区東街
  区：協議調整

　
　④中丸子地区：
  Ｂ地区一部完了
　・整備促進
　⑤小杉町3丁目
  中央地区：都市
  計画手続
　
  ⑥小杉町3丁目
  東地区：準備組
  合設立

●小杉駅北側地
区を含めた小杉
駅周辺地区将来
構想の策定

●ＪＲ横須賀線・
武蔵小杉新駅工
事着手、施行
●新駅交通広場
等の関連基盤整
備詳細設計
●新駅関連用地
取得
●南武線武蔵小
杉駅北口エレベー
ター整備完了
●エリアマネジメ
ント事業実施支援
の検討
●小杉駅周辺地
区都市景観の協
議・調整

・ 新駅部の工事については、計画変更等に関する調整を完了し、平成21年度内の開業に向けて工
事を進めています。
・ 小杉町3丁目中央地区や南口地区東・西街区において、組合等の設立認可に向けた協議調整を
行いました。また、今後の駅北側のまちづくりの誘導に関する都市計画マスタープラン小杉駅周辺
まちづくり推進地域構想を策定しました。
・ エリアマネジメント推進事業については、ＮＰＯの活動を側面支援しながら、様々な事業を展開す
る中で、地域住民相互の交流とネットワーク形成を進めました。

・ ペデストリアンデッキについては、鋼材確保の調整が整い、次年度早期に工事を完成します。
・ 駅前広場については、予備設計委託を完成するとともに、用地の一部が取得できました。

実施結果
進捗状況区分

3

溝口駅の交通結節機能の強化や利便性向
上などを図るため、南口広場やペデストリ
アンデッキの整備を推進します。

実施結果

民間開発の適切な誘導と支援により、都市
型住宅など都市機能の集積を推進し、本市
の新たな玄関口にふさわしい都市拠点の
形成を推進します。さらに、小杉駅周辺地
区の都市機能の向上などを図るためJR横
須賀線・武蔵小杉新駅整備を推進します。

溝口駅南口広場の整備

進捗状況区分

小杉駅周辺地区の整備（ＪＲ横須賀線・
武蔵小杉新駅の整備）

3

※進捗状況区分の内容については９ページをご参照ください。



目          標

2008(平成20）年度 2009（平成21）年度 2010（平成22）年度 2011（平成23）年度以降
現　　状施　策　計　画　名

施 策 計 画

○

○

○ ●地区交通環境
調査に基づく事業
推進

●都市計画道路
登戸1号線、登戸3
号線の整備
●登戸駅交通広
場周辺の整備

●小田急線複々
線化計画を踏まえ
た整備手法の検
討

●都市計画道路
登戸1号線、登戸3
号線の整備
●登戸駅交通広
場周辺の整備

●整備手法の方
針策定
●調査設計

●実施設計

　

●支障物移転

●地区交通メ
ニュー確認
●交通課題等検
討調査の実施

●北口エレベー
ター基本調査
（1基）
●区画街路9号線
改良に向けた取
組推進

●北口エレベー
ター実施設計
（1基）

●北口エレベー
ター整備完了
（1基）

●地区交通環境
調査の実施

●基本方針に基
づく基本計画等の
策定

●鷺沼駅駅前広
場及び周辺交通
環境改善に関す
る基本方針の策
定

●鷺沼駅駅前広
場及び周辺交通
環境改善に関す
る基本方針案の
検討

事業推進

●本体工事着手
(2011年度）

交通広場などの駅周辺の交通環境の向上
に向けた検討などを進め、拠点地区の魅力
の増進を図ります。

実施結果
進捗状況区分

3

・ 北口エレベータ配置計画案をもとに、エレベーターの構造計画や設備計画案を作成し、小田急電
鉄及び道路管理者と協議・調整を進め、北口エレベータの基本設計を完了しました。
　また、区画街路9号線については、用地取得に向けて関係者との協議・調整を行いました。

●鷺沼駅駅前広
場及び周辺交通
環境改善に関す
る検討調査

●鷺沼駅周辺交
通環境等の現況
調査

 ・両駅周辺における時系列の利用者数の変化や、地域課題の把握・整理等を行いました。また、
調査内容や交通事業者との意見交換を踏まえ、鷺沼駅前広場の交通環境改善に向けて課題整理
を行いました。

・ 登戸地区土地区画整理事業については、計画とおり、建築物等の移転及び公共施設等整備、仮
換地指定の推進を行いました。
・ 向ヶ丘遊園駅連絡通路等整備事業については、設計事項の増加等に伴う各種調整を進め、小
田急電鉄との費用負担協議等を行いました。

宮前平・鷺沼駅周辺地区の整備

登戸・向ヶ丘遊園駅周辺地区の整備

安全で快適な市街地の整備を推進し、魅力
と活力にあふれた市北部の拠点地区の形
成を推進します。さらに、鉄道により移動経
路が分断されている向ヶ丘遊園駅周辺の
連絡通路等の整備により、回遊性の向上
等を図ります。

新百合ヶ丘駅周辺地区の整備

実施結果
進捗状況区分

3

駅周辺の交通環境に関する課題に適切に
対応し、魅力ある広域拠点の形成を推進し
ます。

進捗状況区分

3
実施結果



目          標

2008(平成20）年度 2009（平成21）年度 2010（平成22）年度 2011（平成23）年度以降
現　　状施　策　計　画　名

施 策 計 画

アクションプログラム：広域交通体系の整備と交通ネットワークの形成

○

○

・ 尻手黒川線Ⅲ期については、橋梁工事を施工し、道路築造工事に着手しました。また、Ⅳ期工事
について、都市計画変更手続きを開始しました。
・ 東京丸子横浜線については、2件の事業用地を取得しました。
・ 中野島生田線・小杉菅線・川崎駅扇町線については工事完了しました。
・ 国道409号（二子工区）、世田谷町田（高石工区）の工事に遅れが生じましたが、次年度早期に工
事を完成します。
・ 県道横浜上麻生（下麻生工区）は、今年度予定していた事業用地の取得が完了しました。
・ 社会経済環境の変化を踏まえ、今後の道路整備のあり方を検討するため、庁内検討会議を開催
し、現状及び道路施策における課題を整理しました。

・「都市計画道路網の見直し方針」を策定しました。また、見直し方針に基づく見直し候補路線（区
間）については、都市計画変更の素案検討を行うとともに、関係地権者及び関係機関との協議・調
整を進め、平成21年3月に地元説明会を対象路線沿線2箇所で開催しました。

（都市計画道路）
●2007年度整備
箇所：15路線23工
区

（国・県道）
●2007年度整備
箇所：8路線10工
区

（道路計画）
●道路整備プログ
ラムの策定

●道路整備プログ
ラムに基づく重点
的な道路整備の
推進
　①完成
　向ヶ丘遊園駅菅
　生線（東生田）他
　4路線（4工区）
　②着手
　尻手黒川線（Ⅳ
　期）他１路線（1
　工区）

●道路整備プログ
ラムに基づく重点
的な道路改良事
業の推進
　①完成
　国道409号（二
　子）他１路線
　（1工区）
　②着手
　県道横浜上麻
　生（下麻生）

●維持・更新、環
境など今後の道
路整備のあり方の
課題整理
●各種交通量調
査等に基づく道路
整備プログラムの
進行管理

●道路整備プログ
ラムに基づく重点
的な道路整備の
推進
　①完成
　尻手黒川線（Ⅲ
　期）他１路線（1
　工区）
　②着手
　宮内新横浜線
　（宮内）

●道路整備プログ
ラムに基づく重点
的な道路改良事
業の推進
　①完成
　県道上麻生連光
　寺（片平）他2路
　線（2工区）

●今後の道路整
備のあり方の方向
性の検討

●道路整備プログ
ラムの進行管理と
周辺環境等を踏
まえた対応方針
の検討

●道路整備プログ
ラムに基づく重点
的な道路整備の
推進
　①完成
　向ヶ丘遊園駅菅
　生線（白井坂）他
　3路線（3工区）
　②着手
　苅宿小田中線
　（Ⅱ期）他１路線
　（1工区）

●道路整備プログ
ラムに基づく重点
的な道路改良事
業の推進
　①完成
　県道横浜生田
  （菅生）

　②着手
　国道409号（小
　杉）

●今後の道路整
備のあり方の方向
性の取りまとめ

●道路整備プログ
ラムの達成状況
評価と適切な計画
の見直し

事業推進

●都市計画道路
網のあり方につい
て、川崎市都市計
画審議会最終答
申

●都市計画道路
網見直し方針の
策定
●見直し候補5路
線（7区間）の検
討・調整

●宮内新横浜線
（国道409号～多
摩川区間）都市計
画変更

●見直し候補5路
線（7区間）の検
討・調整を踏ま
え、順次、都市計
画手続き

継続実施

幹線道路網の整備（街路・道路）

都市活動を支える都市計画道路や国道・
県道などの道路について、道路整備プログ
ラムに基づき、整備効果の高い箇所を選定
し、計画的かつ重点的な整備を推進しま
す。

社会経済情勢を踏まえた、適切な都市計
画道路網への対応に向けた見直しを推進
します。

都市計画道路網の見直し

進捗状況区分

3

実施結果
進捗状況区分

3

実施結果

※進捗状況区分の内容については９ページをご参照ください。



目          標

2008(平成20）年度 2009（平成21）年度 2010（平成22）年度 2011（平成23）年度以降
現　　状施　策　計　画　名

施 策 計 画

○

○

○

○

●Ⅰ期事業の整
備促進
　①大師ジャンク
　ション（横浜方向
　出入口）部分供
　用開始
●Ⅱ期計画の早
期具体化に向け
た取組の推進
●国道409号（大
師ジャンクション
～国道15号間）街
路先行整備等の
促進

●Ⅰ期事業の整
備促進
　①殿町～大師
　ジャンクション間
　供用開始

●Ⅰ期事業の整
備促進

●Ⅱ期計画の早
期具体化に向け
た取組の推進

事業促進

事業推進

　

●段階的整備区
間以降の整備方
針の策定

●段階的整備区
間の整備推進
　①産業道路の立
　体交差化の完成
●段階的整備区
間以降の整備方
針に基づく対応

●段階的整備区
間以降の整備方
針に基づく取組の
推進

●検討 ●連続立体交差
事業の事業実施
に向けた調査・検
討

　
●事業実施に向
けた、JRや国、横
浜市など関係機
関との調整

取組の推進

●Ⅰ期事業の整
備促進

●Ⅰ期事業の整
備促進
　①川崎縦貫道路
　Ⅰ期の一部供用
　（浮島～殿町間）

●Ⅱ期計画の早
期具体化に向け
た取組の推進
●国道409号（大
師ジャンクション
～国道15号間）街
路先行整備等の
促進

●新百合ヶ丘駅
から武蔵小杉駅
に接続する計画
の推進

・建設・運行等各計画の調査検討を行うとともに、国や関連鉄道事業者等との協議調整を行いまし
た。

●新百合ヶ丘駅
から武蔵小杉駅
に接続する計画で
の事業推進
●国や関連鉄道
事業者等との協
議・調整

●段階的整備区
間（小島新田駅～
東門前駅間）の整
備推進

●段階的整備区
間の整備推進

●段階的整備区
間以降の整備方
針の調整・検討

実施結果

実施結果

・ 鉄道事業者との協議調整を進め、計画通りの工事を執行しました。
・ 東電送電設備に関する移設方法について管理者から概ねの合意を得ました。
・ 沿線協議会等を通じ、地元住民や関係者の一定の理解を得て、円滑な事業推進を行ないまし
た。
・ 段階的整備区間以降の整備について、川崎南部地域交通基盤あり方検討委員会の提案に基づ
き、今後、国等関係機関と協議を行います。

・ 川崎南部地域交通基盤あり方検討委員会における提案を踏まえ、今後の取組の方向性を検討
しました。
・ ＪＲ南武線の現状課題、連続立体交差化に伴う効果などを整理するとともに、沿線のまちづくりに
向けた地域課題の抽出等を庁内検討会の場で整理しました。
・ ＪＲ東日本との技術的な検討の場を設け、今後の検討に向けた課題の共有を図るとともに、沿線
まちづくりの検討については、関係局とともに沿線の状況をとりまとめ、課題抽出を行いました。

・ Ⅰ期事業については、国等関係機関及び地元住民との調整を行い、平成21年3月29日に大師
ジャンクション（横浜方向出入口）の部分供用を開始しました。
・ 首都高距離別料金制度の導入が延期され、生活対策による各種料金割引が実施されました。
・ 国道409号の街路先行整備については、国と協力し関係機関との調整に伴い、大師河原から中
瀬までの区間について、国の工事発注の準備がなされました。
・ Ⅱ期計画については、関係機関等との調整に向けた調査を実施し、今後の関係機関調整の基
本的な考え方の整理を行いました。

渋滞解消、踏切事故解消、分断された地域
の一体化による利便性の向上などに向け
たＪＲ南武線の連続立体交差化を推進しま
す。

川崎縦貫道路の整備

本市の都市機能強化に向けた川崎縦貫道
路の整備を促進します。

進捗状況区分

3

ＪＲ南武線連続立体交差の推進

実施結果
進捗状況区分

3

京浜急行大師線連続立体交差の推進

渋滞解消、踏切事故解消、分断された地域
の一体化による利便性の向上などに向け
た京急大師線の連続立体交差を推進しま
す。

進捗状況区分

3

進捗状況区分

3

川崎縦貫高速鉄道線の整備

首都圏における広域鉄道ネットワークの形
成に寄与するとともに、市内交通の円滑化
と市民の利便性向上を図る川崎縦貫高速
鉄道線整備事業の取組を進めます。

実施結果



目          標

2008(平成20）年度 2009（平成21）年度 2010（平成22）年度 2011（平成23）年度以降
現　　状施　策　計　画　名

施 策 計 画

アクションプログラム：臨海部における戦略的な土地利用の促進と神奈川口構想の推進

○

○

○

実施結果
進捗状況区分

3

事業推進

事業推進

・「殿町3丁目地区整備方針」を策定し（9月）、関係地権者とまちづくりの推進に向けた枠組みに合
意をしました。また、地権者や関係機関との協議・調整を進め、用途地域の変更や地区計画の決
定に向け、都市計画手続きに着手しました。

●立地企業の動
向把握、情報管理
システムの構築
●土地利用誘導
ガイドラインの作
成及びガイドライ
ンに基づく誘導
●地区別カルテの
作成、課題解決ア
クションの一部実
施

●用地取得
●公募等による民
間事業者の選定
●民間事業者と
の事業用定期借
地契約等の締結

・ 水江町地内公共用地については、土地開発公社から土地の再取得を行うとともに、公募により
選定した高度先端技術を有する民間事業者に貸し付けるための契約を締結し、貸付を開始しまし
た。
・ 臨海部立地企業の意見等を踏まえ、土地利用誘導ガイドラインと地区カルテの作成を行いまし
た。
・ 神奈川口においては、先導的な土地利用の推進を図るため、「殿町3丁目地区先行土地利用エリ
ア土地利用基本計画」を策定するとともに、中核施設等の整備に向けた検討を行うなど、土地利用
誘導に向けた取組を推進しました。

実施結果
進捗状況区分

3

臨海部立地企業情報の把握と一元的な管
理及び分析、戦略的マネジメントの展開に
より、産業基盤の強化を図るとともに、既存
企業の活性化及び新規企業の立地誘導を
推進します。水江町地内公共用地について
は、地域再生計画に基づき有効活用を推
進します。

臨海部の戦略的な土地利用誘導
●地域全体の課
題整理

●土地利用誘導
ガイドライン素案
の作成

●地区別カルテの
作成準備、課題解
決アクションの検
討

●地域再生計画
の認定
●地域再生計画
に基づき民間事
業者への貸付等
準備

●情報の適切な
管理・分析

●土地利用誘導
ガイドラインに基
づく誘導

●地区別カルテの
更新、課題解決ア
クションの実施

●民間貸付事業
の推進

●民間活力を活
用した基盤施設等
の段階的整備へ
の支援

・ 先端産業創出支援制度を創設し、水江町地内公共用地に新たに進出する企業1社から認定申請
を受理し、評価委員会及び庁内審査会の適正な開催を通じて認定の可否を決定しました。
・ ホームページ、パンフレット等を効果的に活用した企業誘致を展開するとともに、企業ヒアリング
の実施等を通じた企業立地情報の収集・提供を行ないました。

実施結果

先端産業等の立地促進（再掲）

臨海部を先導する戦略的な拠点形成をめ
ざし、神奈川口構想の実現に向けた取組を
推進します。

川崎殿町・大師河原地域の拠点整備 ●機能導入に向
けた土地利用計
画などの調査検
討

●関係機関等と
の協議調整

●神奈川口構想
にふさわしい企業
等の誘致

●羽田連絡道路
の整備を視野に
入れた都市再生
事業計画の策定
●関係機関等と
の協議調整
●事業推進方策
の検討
●神奈川口構想
にふさわしい企業
等の誘致

●都市計画手続

新たに創設する先端産業創出支援制度を
活用するなど、企業の誘致を推進し、市内
先端産業の創出と集積を図ります。

事業推進●先端産業創出
支援制度の創設
及び同制度を活
用した企業誘致の
実施

3

●企業立地の促
進
●先端産業創出
支援制度の創設
に向けた調査・検
討

進捗状況区分

●先端産業創出
支援制度を活用し
た企業誘致の推
進

※進捗状況区分の内容については９ページをご参照ください。

(戦略的マネジメント）



目          標

2008(平成20）年度 2009（平成21）年度 2010（平成22）年度 2011（平成23）年度以降
現　　状施　策　計　画　名

施 策 計 画

○

○ 事業推進

都市再生総合整備事業を活用し民間活力
を活かした整備を進めるとともに、広域的
視点から求められる機能立地に向け、大規
模事業所の土地利用転換を適切に誘導し
整備計画に沿ったまちづくりを推進します。

・ 浜川崎駅周辺地域事業計画策定に向けて、現地調査や意見交換、などを行い、土地利用転換
に対する現状把握を行い、調整を行いました。
・ 小田栄地区のまちづくりについては、引き続き関係機関との連携を図り、まちづくりに向けた調整
を進めます。

実施結果
進捗状況区分

3

浜川崎駅周辺地域の拠点整備 ●浜川崎駅周辺
地域の事業計画
の策定に向けた
検討
●関係機関等と
の協議調整
●小田栄地区等
の整備計画に
沿ったまちづくり
の誘導

●浜川崎駅周辺
地域の事業計画
策定調査
●関係機関等と
の協議調整
●小田栄地区等
の整備計画に
沿ったまちづくり
の誘導

●土地利用計画
等推進調査

羽田空港の再拡張・国際化にあわせ、羽田
連絡道路の整備により、臨海部の再生・活
性化を推進するとともに、神奈川県、横浜
市、川崎市の３団体の合意に基づき、羽田
空港再拡張事業の費用の一部について貸
付を行います。

・ 平成20年度分の貸付金について、羽田空港再拡張事業の進捗状況に応じて、貸付を実施しまし
た。
・ 第2回京浜臨海部基盤施設検討会において公表された「概略ルート・構造の特徴」を踏まえ、
ルート・構造及び環境等の調査・検討業務を実施するとともに、国、東京都、神奈川県等の関係機
関と協議・調整を行ないました。

実施結果
進捗状況区分

3

羽田空港再拡張・国際化への対応と羽田
連絡道路の整備

●ルート・構造及
び環境などの調
査・検討

●羽田空港再拡
張事業の費用の
一部について、国
への無利子貸付
●再拡張・国際化
に向けた対応

●道路概略設計
●環境影響評価
●都市計画手続

●現場調査等の
実施

事業推進●ルート・構造及
び環境などの調
査・検討

●羽田空港再拡
張事業の費用の
一部について、国
への無利子貸付


